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１ 事業概要・スケジュール・前回事業からの主な変更点・ 

値引開始までの流れ  
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前回（令和６年度）事業からの変更点 

 

 令和６年度の実施内容 令和７年度実施分の内容 

値引額 ガス使用量にかかわらず、１契約あたり

定額1,300円を値引 

ガス使用量にかかわらず、１契約あたり

定額1,200円を値引 

値引の方法 

（時期） 

原則、令和７年２月検針分の請求時に値

引（３月検針分の請求時でも可） 

 

令和７年８月または９月検針分の請求時

に値引 

値引しきれ

ない残額の

取扱 

【変更なし】消費者のメリット、精算行為の事務負担を軽減する観点から、事業者

の判断で翌月に繰越可能  

小売事業者

への事務手

数料 

下記４区分で定額支給（営業所単位） 

①1～999件    ：151,000円 

②1,000件～1,999件：236,000円 

③2,000件～4,999件：321,000円 

④5,000件～    ：491,000円 

【変更なし】 

下記４区分で定額支給（営業所単位） 

①1～999件    ：151,000円 

②1,000件～1,999件：236,000円 

③2,000件～4,999件：321,000円 

④5,000件～    ：491,000円 

実施確認申

請 

令和５年度又は令和６年度中の事業で値引を実施した小売事業者は、値引開始前に

特段の申請等を行うことなく、値引を開始できる。  

※今回から新たに値引を実施する事業者は、値引開始前に県に申請必要 

一般消費者

向けチラシ

の配付 

事業者の実情に応じて告知 

県がひな型を示すチラシ（Ａ４版また

は小型）等で告知 

【変更なし】 

事業者の実情に応じて告知 

県がひな型を示すチラシ（Ａ４版また

は小型）等で告知 

値引一覧表

で、顧客コ

ードが重複

する場合 

異なる建物等に対する値引である旨

の説明（例：同一名義別住所、同一敷地

内別建物）を記載 

 

 

【変更なし】 

異なる建物等に対する値引である旨の

説明（例：同一名義別住所、同一敷地内

別建物）を記載 

 

※ 県消防安全課ホームページに掲載し

た値引一覧表の参考様式は、値引額を

チェックする関数等を変更しています

ので、今回改めてダウンロードしてく

ださい。 

 

 

その他、事業の大枠は前回事業から変更ありませんが、実施マニュアルを改め

て確認した上で、値引を開始してください。 

 


